
平
成
二
十
一
年
十
一
月
九
日
提
出

質

問

第

六

一

号

平
成
二
十
二
年
度
税
制
改
正
に
お
い
て
農
林
水
産
省
主
管
事
項
の
う
ち
延
長
要
望
し
な
い
事
項
に
関
す
る
質
問

主
意
書

提

出

者

山

本

拓
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平
成
二
十
二
年
度
税
制
改
正
に
お
い
て
農
林
水
産
省
主
管
事
項
の
う
ち
延
長
要
望
し
な
い
事
項
に
関
す
る
質
問

主
意
書

農
林
水
産
省
は
平
成
二
十
二
年
度
税
制
改
正
要
望
に
際
し
て
、
平
成
二
十
一
年
度
末
を
も
っ
て
期
限
と
な
る
以
下
の
十
項
目

に
つ
い
て
は
、
延
長
要
望
を
し
な
い
方
針
で
あ
る
。
延
長
す
る
必
要
が
な
く
な
っ
た
と
判
断
し
た
相
応
の
理
由
を
国
民
に
説
明

す
べ
き
で
あ
る
。

従
っ
て
、
以
下
の
十
項
目
に
つ
い
て
、
平
成
二
十
二
年
度
税
制
改
正
に
お
い
て
延
長
要
望
し
な
い
こ
と
と
し
た
理
由
を
、
そ

れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
示
さ
れ
た
い
。

�

農
業
協
同
組
合
・
農
事
組
合
法
人
等
が
国
の
補
助
等
を
受
け
て
農
業
者
等
の
共
同
利
用
の
た
め
の
施
設
を
取
得
し
た
場
合

の
課
税
標
準
の
特
例
措
置
（
交
付
金
相
当
額
を
軽
減
）
（
不
動
産
取
得
税
）

�

農
地
保
有
合
理
化
法
人
が
農
用
地
を
取
得
し
た
場
合
等
の
所
有
権
の
移
転
登
記
の
税
率
の
軽
減
措
置
（
登
録
免
許
税
）

�

農
地
保
有
合
理
化
法
人
が
長
期
貸
付
農
地
保
有
合
理
化
事
業
の
実
施
に
よ
り
農
用
地
区
域
内
の
農
地
等
を
取
得
し
た
場
合

等
の
課
税
標
準
の
特
例
措
置
（
不
動
産
取
得
税
）

�

農
地
保
有
合
理
化
法
人
が
担
い
手
農
業
者
確
保
事
業
に
よ
り
農
用
地
区
域
内
の
土
地
を
取
得
し
た
場
合
等
の
納
税
義
務
の

一



免
除
措
置
（
不
動
産
取
得
税
）

�

農
林
中
央
金
庫
等
が
行
う
組
織
再
編
に
よ
る
登
記
の
税
率
の
軽
減
措
置
（
登
録
免
許
税
）

�

農
協
等
が
新
た
に
株
式
会
社
又
は
合
同
会
社
を
設
立
す
る
た
め
に
不
動
産
を
現
物
出
資
し
た
場
合
の
非
課
税
措
置
（
不
動

産
取
得
税
）

�

農
協
等
が
新
た
に
株
式
会
社
又
は
合
同
会
社
を
設
立
す
る
た
め
に
不
動
産
を
現
物
出
資
し
た
場
合
の
非
課
税
措
置
（
特
別

土
地
保
有
税
）

�

農
協
等
が
他
の
農
協
か
ら
信
用
事
業
を
譲
り
受
け
た
場
合
の
不
動
産
に
係
る
課
税
標
準
の
特
例
措
置
（
不
動
産
取
得
税
）

�

資
源
再
生
化
設
備
等
を
取
得
し
た
場
合
の
特
別
償
却
制
度
の
対
象
で
あ
る
木
質
固
形
燃
料
製
造
設
備
（
所
得
税
・
法
人

税
）

��

漁
業
協
同
組
合
が
漁
業
協
同
組
合
連
合
会
の
権
利
義
務
を
包
括
承
継
し
た
場
合
の
不
動
産
の
所
有
権
の
移
転
登
記
等
に
係

る
税
率
の
軽
減
措
置
（
登
録
免
許
税
）

右
質
問
す
る
。

二


